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「ながら見守り」とは、日常生活の活動に
「防犯の視点」をプラスして地域を見守る、誰
でも気軽に始めることができるボランティア
です。例えば、
・散歩しながら
・仕事をしながら
・庭の手入れをしながら

いろいろな活動をしながら子どもたちの見守
りをお願いします。

※子どもが不審者に声をかけられている
等の緊急時は、すぐに１１０番通報をお願
いします。
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令和８年４月１日から

自転車の交通違反に「青切符」導入！
主な青切符対象違反と反則金（一例）

遮断踏切立入り

7,000円

自転車制動装置不良

5,000円
携帯電話使用等
（保持）

12,000円

飲酒運転をした場合や、違反により実際に交通事故
を発生させた場合などは、これまでどおり刑事手続に
より処理されます

※青切符の対象は16歳以上です

詳しくはこちら→
警察庁交通局【自転車ルールブック】

※PDFデータが開きます

自転車への
交通反則通告制度
が導入されます！

4月1日施行
令和８年

＜手口＞
警察官を名乗る者から、
「あなた名義の口座が犯罪に
使用されている。」
「あなたに逮捕状が出ている。」
「捜査のため、あなたの資産を調査する。」
などと電話がある。
＜防犯ポイント＞
・警察官が捜査等の名目で金銭
を要求することはありません。
・警察手帳や逮捕状などをビデオ通話で見
せることはありません。
・警察官はＳＮＳで連絡することはありま
せん。

※本紙は出雲警察署ホームページに掲載予定 出雲署ホームページはこちら→




